
informationPickup

公共施設の指定管理者を募集します

問い合わせ先　市役所本庁舎行財政改革課  （0857）20-3164・電子メール gyouzaisei@city.tottori.tottori.jp

指定管理者を募集する公共施設（指定期間：平成 21 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日）
募集
単位 施設の名称 施設の所在地 料金区分※ 施設管理担当課（問い合わせ先）

1 鳥取市民会館 掛出町 12 利用料金 市役所本庁舎文化芸術推進課  （0857）20-3226
2 城下町とっとり交流館（高砂屋） 元大工町 1 利用料金 市役所本庁舎文化芸術推進課  （0857）20-3226

3

鳥取市営鳥取駅高架下第 1 自転車
駐車場 東品治町 111-1 利用料金 市役所本庁舎交通対策室  （0857）20-3257鳥取市営鳥取駅高架下第 2 自転車
駐車場

4 湖山池公園 湖山町南三丁目ほか 利用料金 市役所本庁舎都市計画課  （0857）20-3271

5
鹿野町鹿野温泉公園 鹿野町今市

料金規定なし 市役所本庁舎都市計画課  （0857）20-3271鹿野町越路ヶ丘公園 鹿野町今市
青谷町空浜公園 青谷町青谷

6 鳥取市用瀬町運動公園 用瀬町古用瀬 利用料金 市役所本庁舎都市計画課  （0857）20-3271
7 鳥取市営幸町駐車場 幸町 71 使用料 市役所本庁舎都市建設課  （0857）20-3252

8
鳥取市安蔵森林公園 河内 利用料金 市役所第 2 庁舎林務水産課  （0857）20-3235安蔵公園

9 鳥取市青谷町特産物加工販売施設 青谷町青谷 4064-12 料金規定なし 市役所第 2 庁舎農業振興課  （0857）20-3232
10 鳥取市佐治町農産物加工センター 佐治町加瀬木 2237-1 利用料金 市役所第 2 庁舎農業振興課  （0857）20-3232
11 鳥取市食文化体験施設万葉の館 国府町庁 391-3 料金規定なし 市役所第 2 庁舎農業振興課  （0857）20-3232
12 鳥取市青谷町いかり原牧場 青谷町山田 668 利用料金 市役所第 2 庁舎農業振興課  （0857）20-3232
13 鳥取市河原町三滝林間施設 河原町北村 利用料金 市役所第 2 庁舎林務水産課  （0857）20-3235

14
鳥取市出合いの森公園

（鳥取県との共有施設のため、県が別途
公募し、合同で選定します）

桂見 料金規定なし 県庁本庁舎森林保全課  （0857）26-7335
※応募期間：9 月 16 日（火）〜 10 月 15 日（水）

15
鳥取市営サッカー場
　「とりぎんバードスタジアム」 蔵田 423 利用料金 市役所第 2 庁舎体育課  （0857）20-3373
千代川倉田緑地 円通寺

16

鳥取市民体育館 吉成三丁目 1-1

利用料金 市役所第 2 庁舎体育課  （0857）20-3373
鳥取市民プール 吉成三丁目 1-1
鳥取市千代テニス場 緑ヶ丘一丁目 838-2
鳥取市城北テニス場 松並町三丁目 204
鳥取市武道館 東町一丁目 326

17 鳥取市 B&G 海洋センター 三津 1072 利用料金 市役所第 2 庁舎体育課  （0857）20-3373
18 鳥取市湯谷荘 河原町湯谷 249 利用料金 市役所駅南庁舎高齢社会課  （0857）20-3451

19

鳥取市総合福祉センター
（さざんか会館） 富安二丁目 104-2

使用料 市役所駅南庁舎高齢社会課  （0857）20-3451鳥取市老人福祉センター
（鳥取市高齢者福祉センター） 富安二丁目 104-1

20 鳥取市河原町むつみ創作館 河原町渡一木 277-1 料金規定なし 市役所駅南庁舎高齢社会課  （0857）20-3451
※料金区分について　「利用料金」：施設を使用したときの料金は指定管理者の収入となり、施設管理のために使用していただきます。
　　　　　　　　　  「使用料」：施設を使用したときの料金は市の収入になります。料金の収納事務は指定管理者が行います。
　　　　　　　　　  「料金規定なし」：施設を利用したときの料金は規定されていません。

　

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
て
い
る
本
市
の

公
共
施
設
の
う
ち
、
下
表
の
30
施
設
が
今
年
度

末
で
期
間
を
満
了
す
る
た
め
、
次
の
指
定
期
間

に
管
理
を
行
っ
て
い
た
だ
く
指
定
管
理
者
を
募

集
し
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
と
は
、
公
共
施
設
に
つ
い

て
、本
来
市
長
が
行
う
「
使
用
許
可
」
も
含
め
て
、

施
設
管
理
を
市
長
が
指
定
し
た
管
理
者
に
ゆ
だ

ね
る
も
の
で
す
。

　

募
集
要
項
お
よ
び
業
務
仕
様
書
な
ど
は
、
各

施
設
管
理
担
当
課
に
請
求
す
る
か
、
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

の
各
課
・
総
合
支
所
→
下
表
の
担
当
課
ま
た
は

行
財
政
改
革
課
）
し
、
期
限
ま
で
に
応
募
書
類

を
各
施
設
管
理
担
当
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
応
募
で
き
る
の
は
、
法
人
ま
た
は
そ

の
他
の
団
体
で
、
法
人
格
の
有
無
は
問
い
ま
せ

ん
。任
意
団
体・Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
も
応
募
可
能
で
す
。

ま
た
、
複
数
の
団
体
が
一
つ
の
組
織
を
構
成
し

て
応
募
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
公
募
要
件
】

■
応
募
期
間
：
９
月
29
日
（
月
）
〜
10
月
31
日

（
金
）

■
募
集
単
位
：
下
表
の
番
号
ご
と
に
募
集

■
指
定
期
間
：
平
成
21
年
４
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日
の
５
年
間

■
現
地
説
明
会
：
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
、
公
募

開
始
後
１
週
間
前
後
の
時
期
に
行
い
ま
す
。

日
程
は
募
集
要
項
な
ど
で
確
認
く
だ
さ
い
。

応
募
を
予
定
し
て
い
る
団
体
は
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。
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近
年
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
が
と

れ
、
ど
ち
ら
に
も
良
い
環
境
を
も
た
ら

す
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

の
実
践
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
「
年
次
休
暇
を
計
画
的
に
取
得
す
る
仕

組
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
家
族
で

旅
行
に
行
き
や
す
く
な
っ
た
」「
仕
事
の

状
況
に
合
わ
せ
て
ノ
ー
残
業
デ
ー
や
勤

務
時
間
選
択
制
が
導
入
さ
れ
て
、
地
域

の
活
動
に
参
加
し
や
す
く
な
っ
た
」
と
い

う
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

な
ぜ
今
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
？

　

仕
事
は
生
活
を
支
え
る
と
と
も
に
、

生
き
が
い
や
達
成
感
を
も
た
ら
し
ま
す
。

同
時
に
仕
事
以
外
部
分
の
生
活
で
あ
る

家
事
・
育
児
・
近
所
付
き
合
い
な
ど
も

ま
た
生
活
に
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
充
実
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
生

の
生
き
が
い
や
喜
び
が
倍
増
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
実
の
社
会
で
は
、
仕
事

と
生
活
の
間
で
問
題
を
抱
え
る
こ
と
が

多
い
も
の
で
す
。
個
々
人
の
仕
事
以
外

の
生
活
の
多

様
性
に
配
慮

し
て
、
多
様

な
働
き
方
が

で
き
る
よ
う

に
す
る
な
ど
、

仕
事
と
生
活

の
調
和
を
実

現
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
へ

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実

践
す
る
社
会
で
は
、
女
性
も
男
性
も
、

あ
ら
ゆ
る
年
代
の
み
な
さ
ん
が
、
仕
事

や
趣
味
、
子
育
て
、
地
域
活
動
な
ど
、

生
活
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
自
分

の
希
望
す
る
バ
ラ
ン
ス
で
展
開
で
き
ま

す
。
そ
れ
に
よ
り
、「
仕
事
の
充
実
」

と
「
仕
事
以
外
の
生
活
の
充
実
」
の
好

循
環
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
は
、
誰
も
が
個
性
を
発
揮
で
き
、
い

き
い
き
と
活
躍
で
き
る
「
男
女
共
同
参

画
社
会
」
の
実
現
を
導
き
、
少
子
高
齢

化
・
人
口
減
少
社
会
か
ら
将
来
に
わ
た

っ
て
の
持
続
可
能
な
社
会
へ
の
転
換
を

促
し
ま
す
。

職
場
で
、
地
域
で
実
践
を

　

職
場
で
は
多
様
な
働
き
方
が
認
め
ら

れ
る
仕
事
の
環
境
づ
く
り
、
家
庭
内
で

は
家
事
の
分
担
や
子
育
て
な
ど
、
個
性

を
認
め
合
う
社
会
づ
く
り
を
進
め
、「
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
を
実
践

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

差別のない社会へ
じ ん
け ん

Vol.362
@

シリーズ

■
問
い
合
わ
せ
先

男
女
共
同
参
画
課
（
福
祉
文
化
会
館

内
）

（
０
８
５
７
）
20-
３
１
６
６

ワーク・ライフ・バランス
〜多様性を尊重して、仕事と生活が好循環を生む社会をめざして〜

　「ワーク・ライフ・バランス」とは、「仕事と生活の調和」と訳され、
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発な
どさまざまな活動について、自ら希望するバランスで取り組める
状態です。

個人の問題
●仕事と家庭の両立が難しい
●地域活動や自己啓発活動に参加できない
●労働時間が長く、心身に悪影響がある

社会の問題
●労働力の不足が深刻化している
●生産性が低下し、活力が衰退している
●少子化が急速に進行している
●地域社会のつながりが希薄になっている

企業・組織の問題
●人材獲得競争が激しくなっている

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
実
践

就労し、経済的に自立できる社会

健康で豊かな生活のための時間が確保
できる社会

多様な生き方・働き方が選択できる社会

現在の課題 ワーク・ライフ・バランスの
実現した社会

13 Tottori City News Letter  2008.10


